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�����
��������	
�
�国・県が指定した原因究明を進めてい
る難病について、医療費を一部助成する
制度　�＆�上記（地域保健課）へ

�������	
��
　石綿吸入により、中皮腫や肺がん・著しい
呼吸機能障害を伴う、石綿肺・びまん性胸膜
肥厚で療養中のかたへの医療費、遺族への弔
慰金等の救済給付（認定申請や審査が必要）
�＆�上記（地域保健課）へ

�������	
�����
　上限15万円・年度２回まで（初年度に
限り３回まで）通算５カ年度・10回まで
※平成25年度から、治療内容区分Ｃおよ
びＦの治療費の助成上限額が７万５千円
になります。
�県内に住所がある法律上の夫婦で、前年
の夫婦合算の所得が730万円未満のかた　
�指定医療機関で治療終了後、３カ月以内
または治療終了日の属する年度内のいず
れか遅い日までに上記（地域保健課）へ

��������
　Ｂ型・Ｃ型肝炎ウィルスの除去のため
の、インターフェロン治療およびＢ型肝
炎ウイルスの増殖抑制のための核酸アナ
ログ製剤治療費を一部助成する制度です。
�＆�詳細は上記（地域保健課）へ

�������	
�
　健康メニューの提供やカロリー表示な
ど、食を通じた健康づくりにご協力いた
だける飲食店やお弁当・惣
菜店を募集します！参加
店へは健康に関する情報
提供。ステッカー・登録証
を進呈。
�上記（地域保健課）へ

�������	
������
�毎週木曜日・14時～<要予約>　�産婦
人科外来　�妊婦・産後の母親　�有料
（栄養指導等別）　�＆�東病棟３階（13
時～16時）

��������
�毎週火曜日・10時～12時　�市役所南館
１階　�芦屋病院看護師による医療よろ
ず相談（秘密厳守）　�上記へ

�������	
���
�①５月８日（水）13時30分～15時30分②
22日（水）10時～13時<全２回>　�①保
健センター②保健福祉センター（調理実
習室）　�①安産のために妊娠中できる
こと・妊娠中の食事バランスについて②
調理実習・妊娠中の口腔衛生とブラッシ
ング指導　�妊娠中のかた・妊娠中の夫
婦・16組<要予約>　�①母子手帳・筆記
用具・動きやすい服装②①に加えてエプ
ロン・三角巾　�1,200円　�＆�上記へ

�������	
���
�＆�５月17日～11月14日〈全16回/相談
４回・血液検査３回・運動９回〉＊日程変
更等要相談　�保健センター　�過去１
年間の健診結果等で脂質異常症指標
LDL120mg/dl以上で服薬中・治療中でな
い40歳から64歳までのかた・先着10人
�＆�５月14日（火）までに上記へ
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医療機関で妊娠と認められたかた月～金曜・９時～17時30分������

生後４カ月児までの赤ちゃんの身体計測・育児相談随　時���������	
��

平成24年12月16日～31日生まれ23日（火）12時45分～13時45分���������������

平成23年10月16日～31日生まれ25日（木）12時45分～14時�������	
�

平成22年３月16日～31日生まれ18日（木）12時45分～14時�������

子ども対象
17日（水）13時～14時45分
<歯科センター >�������	�

妊娠中の栄養・離乳食・幼児食に関する相談　【要予約】16日・５月７日（火）９時30時～11時����

��������������

�
�
�
�
�
�

40歳以上の女性/マンモグラフィー・視触診（2,000円）
＊２年に１回<豊胸術・ペースメーカー装着・妊娠中・
授乳中のかたは不可>　　　　　            　　【要予約】

【芦屋病院】�31-2156
月～金・午前中

【まさい乳腺クリニック】�22-2800
診療時間内

��������
�������	
���

�
��
��
��

30歳～39歳の女性/視触診/２年に１回（400円）診療時間内・午前中
<医療機関>

※予約が必要な医療機関あり

��������	
���

20歳以上の女性/子宮頸部細胞診/２年に１回（1,000円）����������

40歳以上/特定健康診査や後期高齢者医療健康診査等で受診
できないかた/かく痰検査（希望者 900円）/年１回【要予約】

24日（水）13時～13時30分�����

希望者/問診・胸部レントゲン/年１回必須　 【要予約】24日（水）13時～13時30分�������

35歳以上（血縁者に胃がんのかたがいれば30歳以上）　
胃Ｘ線直接撮影/年１回（2,500円）　   　　     【要予約】

５月以降の予約受け付け中�����

40歳以上/便潜血反応検査（２日法）/年１回（800円）毎週火曜日の午前中に提出������

市内在住・在勤の30歳以上/３時間人間ドック（9,000円）
　　　　      　　　　　 【受診１週間前までに要予約】

６月以降の予約受け付け中������
��
�
��
�
�
	
�

成人対象/40歳以上のかたのみ歯周疾患検診あり
17日（水）13時～14時45分
<歯科センター >�������	�

成人対象/医師による相談　　　　　　　　  【要予約】26日（金）午前・５月９日（木）午後����

管理栄養士による生活習慣病予防の食事など【要予約】16日・５月７日（火）９時30分～11時����

保健師による生活習慣病予防相談など       　【要予約】23日（火）９時30分～11時����

市内在勤者/労働安全衛生に基づく健康診査 【要予約】随　時（事業所単位で申し込み）�����

����
�����

１検体につき480円
毎週月曜日・火曜日（祝日除く）

９時～12時

��������
�
�
�
� １検体につき5,000円�����������

項目で異なる  　　　　　　　　　　   【要予約】�������	
�

�� � � � � ��� 	 � 
 � � � � �
������在宅で40歳以上の療養者随  　時�������	
���

�������	
�����在宅で寝たきりのかた随　  時�������	
���

�������	
�������������	
��������
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※ベクレルとは、放射性物質が
放射線を出す能力の強さを表
す単位です。
※測定値が検出限界値以下は
「検出せず」としています。
※２月まで
の検査結果
は ホ ー ム
ページ上で
ご覧いただ
けます。

■���　４月27日（土）午後２時～３
　　　　　時30分
■���　市民センター 401室
����　芦屋病院 ”60歳からの出発”
����　芦屋病院・病院長　小関萬里氏
■����　直接会場へ
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「光化学スモッグ」の『予報』や『注意報』の発令時は、次
のことに注意してください。
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■��������	
��の受
け付け分→�������	
��
収容します
■�������	�
�の受け付
け分→�������に収容します
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　平日（月～金曜日）　午前10時～午後７時
　土曜・日曜・祝日　午前10時～午後５時
����　４月18日（木）
�����　住民票の写し、印鑑証明書、戸
　籍全部・個人事項証明書、市民税県民税課
　税証明書、固定資産課税台帳記載事項証明
　書など
�����土・日・祝日と、平日午後５時30分以
降の除籍・改製原戸籍謄抄本や税務証明等は、
翌日以降の本庁開庁日に発行します。
※各種届け出・登録等の手続きは、市民課へ。

�������	
���
�４月28日（日）９時 ～ 17時　�納税相
談・納税 　�＆�北館地下１階・警備室で
手続き後に右記へ　�債権管理課（�38-2014）

��������	
�����
�４月26日～９月27日<全10回> 第２・４
金曜日/14時～15時30分　�アクティブラ
イフ山芦屋　�いすを使っての体操・バ
ランス運動　�65歳以上のかた<要予
約>　�お茶・タオル・上履　�＆�西山
手高齢者生活支援センター（�25-7681）

���������	
������
�４月28日（日）14時～　�保健福祉セン
ター（エントランスホール）※車でのご来
場はお控えください　�「春ひゃらり」
笛・太鼓とピアノ・バイオリンによるコラ
ボレーション〈曲名〉さくら・ハナミズキ・
Ｇ線上のアリア・情熱大陸・もののけ姫・
アヴェマリアほか　�ＴＡ・ＫＵ・ＭＩ
�福祉センター（�31-0612）

�������	�
�５月13日（月）・15日（水）・17日（金）・20日
（月）・22日（水）午前中〈全５回〉　�保健福
祉センター会議室１　�子どもを預かり、
育児の援助を行う協力会員になるための
講座　�40人※託児あり（６カ月以上の幼
児・先着10人/各回200円）　�＆�ファミ
リー・サポート・センター（�25-0521）

��������	
��������	
�消防本部予防課（�38-2098）
�������	
���
���
�５月22日（水）14時～16時　�消防庁舎
３階多目的ホール　�先着10人　�
2,000円　�受講申込書・甲種防火管理
者資格証の写し　�５月１日～17日（平
日・執務時間内）に上記へ
��������	
���	
��
�５月23日（木）・24日（金）10時～17時
�消防庁舎３階多目的ホール　�先着50
人　�4,000円　�受講申込書・証明用写
真２枚（縦3.5㎝×横2.5㎝）　�５月１日
～17日（平日・執務時間内）に上記へ

�������	
����
�������	
���
�試験日：６月16日（日）　�神戸市ほか７
会場（願書は消防本部予防課で配布）　�
甲種・乙種全類・丙種　�〈郵送・持参〉４月23
日～５月７日〈電子申請〉４月20日～５月
４日までに消防試験研究センター兵庫県
支部へ※写真（縦4.5㎝×横3.5㎝）は、受験票
張り付け　�消防本部予防課（�38-2098）
�������	
���
�７月～平成26年２月　�神戸市ほか
（申請書は消防本部予防課で配布）　�危険
物取扱者　�＆�【第１期】４月８日～５月
10日【第２期】６月17日以降に、財団法人
兵庫県危険物安全協会（�078-333-8032・�
http//www.eonet.ne.jp/̃hyokikyo/）へ

�������	
�������
　  ／課税課固定資産税係　　�38-2017
�������	
���������
����������／課税課管理係　　�38-2015

　

平
成
二
十
一
年
九
月
よ
り
、副
病
院
長
と
し
て

芦
屋
病
院
に
勤
務
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、金
山
良
男
前
病
院
長
ご
退
任
の
後
を

受
け
、平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
、病
院
長
を
拝
命

い
た
し
ま
し
た
。よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
は
、当
院
の
開
院
六
十
周
年
と
な
る
節
目

の
年
に
あ
た
り
、念
願
の
病
棟
新
築
が
完
成
し
併

せ
て
外
来
棟
、管
理
棟
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
行
う

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。こ
れ
も
ひ
と
え
に
地
域
住

民
、関
係
各
位
の
ご
尽
力
の
賜
物
と
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

芦
屋
病
院
の
基
本
理
念
は「
安
全
で
良
質
な
医

療
」を
提
供
し
、「
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
」こ
と
で

あ
り
ま
す
。こ
の
基
本
理
念
実
現
に
は
、第
一
に

チ
ー
ム
医
療
の
推
進
が
必
要
で
す
。チ
ー
ム
医
療

と
い
う
と
医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
・
検
査
技
師
な

ど
の
医
療
者
同
士
の
チ
ー
ム
を
想
像
し
が
ち
で
す

が
、医
療
に
対
し
て
満
足
し
、信
頼
す
る
の
は
患
者

さ
ん
で
あ
る
為
、患
者
さ
ん
の
参
加
な
く
し
て
は

良
い
チ
ー
ム
医
療
は
出
来
ま
せ
ん
。ま
た
、今
後
と

も
臨
床
指
標
を
は
じ
め
と
し
た
各
部
門
の
評
価
指

標
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、市
民
の
皆
さ
ん
に
信
頼

さ
れ
る
病
院
で
あ
り
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第
二
に
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
と
救
急
医
療
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。病
院
機
能
分
化
が
進
む
中
、当
院

の
役
割
で
あ
る
急
性
期
医
療
を
重
視
し
、地
域
の

医
療
機
関
よ
り
ご
紹
介
い
た
だ
く
こ
と
、当
院
の

役
割
が
果
た
せ
た
時
点
で
、転
院
や
逆
紹
介
が
円

滑
に
出
来
る
よ
う
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
を
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。第
三
に
優
れ

た
医
療
人
の
育
成
が
あ
り
ま
す
。医
師
の
研
修
制

度
を
は
じ
め
、病
院
職
員
の
教
育
は
生
涯
教
育
で

あ
り
、良
い
医
療
人
を
育
て
て
い
く
よ
り
良
い
シ

ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
ま
す
。こ
れ
は
、安
全
で

良
質
な
医
療
の
提
供
や
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ

と
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、健
全
な
病
院
経
営

へ
の
道
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。以
上
の 
こ
と

　
 
が
実
現
す 
る
よ
う
、努
力  

 
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
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　カラスが餌にするため、ごみステーションに出された生ごみを散らかす事例が多発してい
ます。街並みやごみステーションを清潔に保つため、生ごみを減らすことや出し方を工夫す
る等のご協力をお願いします。
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　市では、防鳥ネットの配布はしておりません。ごみステーションの管理は、ごみステーショ
ンを利用しているすべての皆さんで行っていただいています。防鳥ネットを使用する場合は、
目の細かいものを使用し、ネットで包み込むよう中に入れるようにお願いします。
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　福祉センターでは、福祉に関するさまざまな相談に対
応し、状況に応じ専門的な相談窓口におつなぎする総合
相談窓口を設けています。
　多くの市民のかたのご相談に対応できるよう、場所を
移動して専用の窓口を
新設しました。
　ぜひご利用ください。
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直通電話　�31-0681 ��
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�������	�� 外敵から巣を防護する手段としての攻撃性が発達してい
ます。巣に刺激を与えると大変危険ですのでご注意くだ
さい。春先の女王バチによる単独営巣期には、危険性がほ
とんどありませんので、 巣を見つけたときは、早目に取
り除くことが大切です。
�������	
�������

◆黒いものを攻撃することが多いので、長袖の白っぽい
服装・頭部は帽子を被るなど防護する◆香水や整髪料の
臭いも敏感に反応するので注意する◆巣を刺激しない
◆ハチを振りはらわない◆姿勢を低くする◆スズメバチ
は、春先クヌギ・コナラやヒイラギ・ナンテン等の花の蜜
を吸いに来ますが、花の時期が済めば蜂を直接触らない
限り危険はありません。しかし、樹液に集まるオオスズメ
バチに限っては、縄張意識が強いため注意してください。
◆室内や車内にハチが入った場合、たたいたり追い掛け
回さず、ドアや窓をあけて、車内から出ていくのを待つよ
うにしてください。
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　松枯れの多くは、松くい虫による被害です。被害の拡大
を防ぐため、被害木の処分を考えているかたは経済課へ
ご連絡ください。伐倒経費の一部を補助します。
����　15,260円/�（１本：樹高14ｍ・直径30㎝で約0.5�）
※事前に手続きをしなければ助成できません。

花壇のユリやチューリップ等の球根を食べたり、ひどい
場合は門扉やフェンスを壊したりします。ごみは正しく
出し、イノシシ・ハトなど野生鳥獣には餌を与えないよう
お願いします。
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　アライグマは夜行性で、タヌキに似ていますが、気性が
荒い動物です。見かけても近づかず、経済課へ連絡してく
ださい。猟友会の協力を得て捕獲します。「餌を与えない」
「屋外にペットの餌・残飯を放置しない」等にご協力くだ
さい。また、アライグマの建物等への侵入に気が付いた時
は、くん煙剤等で追い払い、建物等から出たことを確認し
て、侵入口を閉鎖し再侵入を防ぐ対策をして駆除の手続
きをしてください。法的な手続きのため一定の期間を要
します。（許可なく捕獲処分すると罰せられます。）
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　生きている野鳥に直接接触する場合は、素手で触らず
必要に応じて手袋等を使用し、作業後手洗いをするなど、
衛生に気をつけてください。また、死んだ野鳥を見つけて
も、病気を持っている恐れがありますので、同様に手袋等
を用いて、素手で触らないようにしてください。１カ所で
複数死亡している場合は、経済課へご連絡ください。
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スズメバチやアシナガバチ等の集団生活をするハチは、

�������	
���

　カラスは３月～５月ごろ繁殖期に入
ります。激しく鳴いている時は、ひなを
護ろうと威嚇しているときです。このよ
うなときは、親鳥が攻撃してくる可能性
がありますので、その場から遠ざかって
ください。
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◆巣の近くを通らない。通るときは、帽子・傘等で頭部を
守る◆繁殖期に、カラスのひなやタマゴを撤去◆ごみ集
積所の工夫◆野生鳥獣に餌を与えない
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子育て時期のカラスによる威嚇・攻撃・巣の撤去について
…上記、経済課へ/公園等の高木に巣がある場合…公園緑
地課（�38-2065）/カラス等野鳥の死骸について…環境課
（�38-2050）ごみの収集…（�22-2155）
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　イノシシは夜間や早朝に出されるごみ、また野良猫等
の餌を狙って街の中に出没して、人を追いかけたり、庭や
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